
議案第 １４ 号 

昭島市指定文化財の指定について

上記の議案を提出する。

令和 ６年 ７月１８日

提出者 昭島市教育委員会

教育長 山 下 秀 男 

昭島市指定文化財の指定について

昭島市文化財保護条例（昭和 51 年昭島市条例第 31 号）第４条第１項の規

定に基づき、下記の文化財を昭島市指定文化財に指定する。

記

種 別 名  称 所有者 

有形文化財 

（古文書） 
指田十次家文書一括 指田 健一 

（提案理由）

昭島市文化財保護審議会条例（昭和 51 年昭島市条例第 32 号）第２条の規

定に基づき昭島市文化財保護審議会より答申があったため、昭島市指定文化

財に指定する必要がある。



昭 教 生 ア 第 30-2号
令 和 6年 6月 4日

昭島市教育委員会 殿

昭島市文化財保護審議会

会長 和田

昭島市指定文化財に指定することについて (答申)

令和 6年 5月 16日付昭教生ア第30号をもって諮問のありましたこのこと:につ

いて、下記のとおり答申します。

1新たに市指定とすべき文化財について

2指定事由等は別紙のとお りです。

コ

Ｊ

一一副

種別 名称 所有者

有形文化財

(古文書 )
指田十次家文書一括 指田 健一



 

参

考

文

献 

付

記 

指

定

の 

理

由 

創

始

及

び 

沿

革 
 

現

況 

指

定

年

月

日 

所

有

者 

（
所
有
者
の
住
所
） 

名

称 

記

号

番

号 

『
昭
島
市
史
』
一
九
七
八
年 

昭
島
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編 

昭
島
市
発
行 

『
昭
島
市
史
資
料
編 

地
方
文
書
目
録Ⅰ

』
一
九
七
六
年 

昭
島
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編 

昭
島

市
発
行 

『
指
田
十
次
家
文
書
目
録
』
二
〇
二
四
年
報
告
（
未
刊
） 

 

名
称
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
一
年
に
刊
行
し
た
『
昭
島
市
史
資
料
編 

地
方
文
書
目
録Ⅰ

』
に
、

当
時
の
所
蔵
者
名
を
も
っ
て
「
指
田
十
次
家
文
書
」
と
し
て
収
録
さ
れ
、
且
つ
そ
の
後
発
刊
し
た

『
昭
島
市
史
』
で
も
、
こ
の
名
称
が
多
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
現
在
所
蔵
者
は
指
田
健
一
氏
に
替

わ
っ
て
い
る
が
、
旧
来
の
名
称
を
踏
襲
し
た
。 

右
記
の
よ
う
な
残
存
状
況
に
鑑
み
、
市
域
の
近
世
・
近
代
史
に
資
す
る
貴
重
な
歴
史
資
料
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
昭
島
市
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
一
年
昭
島
市
条
例
第
三
一
号
）
第
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
昭
島
市
指
定
有
形
文
化
財
（
古
文
書
）
に
指
定
す
る
。 

上
川
原
村
は
、
市
域
の
他
村
と
は
異
な
り
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
入
組
支
配
が
な
く
、
全
域
が

幕
府
領
と
い
う
一
元
支
配
の
村
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
文
書
の
分
析
を
通
し
て
村
の
諸
相
を
一

元
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
が
特
徴
的
な
文
書
群
で
あ
る
。 

内
容
は
、
寛
文
七
（
一
六
六
七
）
年
の
上
川
原
村
検
地
帳
写
を
最
古
と
し
、
主
と
し
て
江
戸
中

期
か
ら
明
治
初
期
に
至
る
ぼ
う
大
な
も
の
で
、
同
村
の
い
わ
ゆ
る
名
主
・
戸
長
役
筋
の
行
政
史
料

が
大
半
を
占
め
る
。
と
り
わ
け
、
御
用
留
類
や
年
貢
割
付
状
・
皆
済
目
録
、
村
明
細
帳
な
ど
が
ま

と
ま
っ
て
現
存
し
て
お
り
圧
巻
で
あ
る
。
ま
た
、
幕
末
期
、
指
田
家
は
生
糸
商
を
営
み
、
そ
の
取

引
先
は
江
戸
、
横
浜
、
甲
州
に
ま
で
及
ん
で
い
た
が
、
そ
の
経
営
活
動
を
伝
え
る
史
料
も
多
く
、

こ
れ
ら
の
公
私
に
わ
た
る
文
書
類
に
よ
っ
て
、
近
世
・
近
代
の
上
川
原
村
内
外
の
支
配
行
政
、
村

況
、
戸
口
、
土
地
、
貢
租
、
諸
産
業
、
社
会
情
勢
、
文
化
活
動
、
お
よ
び
指
田
家
の
豪
農
経
営
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
地
域
史
料
と
し
て
き
わ
め
て
貴
重
で
あ
る
。 

 

指
田
家
は
、
昭
島
市
上
川
原
町
に
江
戸
時
代
以
来
居
を
構
え
、
代
々
上
川
原
村
の
名
主
や
戸
長

を
務
め
、
ま
た
幕
末
に
は
生
糸
商
を
営
む
豪
農
と
し
て
知
ら
れ
た
旧
家
で
あ
る
。
本
文
書
群
は
、

こ
の
よ
う
な
指
田
家
に
伝
来
し
た
近
世
・
近
代
の
文
書
・
記
録
類
で
、
総
数
は
お
よ
そ
二
千
百
点

余
を
数
え
る
。
そ
の
大
半
は
昭
和
五
〇
年
、
昭
島
市
史
編
さ
ん
に
際
し
て
行
わ
れ
た
史
料
調
査
で

明
ら
か
に
な
り
、
当
時
の
所
蔵
者
指
田
十
次
氏
の
御
理
解
を
得
て
目
録
を
作
成
し
、
ま
た
市
史
に

も
供
さ
れ
た
。 

 

そ
の
後
、
一
時
そ
の
所
在
が
確
認
で
き
な
い
時
期
も
あ
っ
た
が
、
令
和
三
年
一
二
月
、
現
所
蔵

者
の
指
田
健
一
氏
の
御
快
諾
を
い
た
だ
き
、
文
書
の
所
在
確
認
と
再
調
査
を
進
め
、
新
た
に
確
認

さ
れ
た
文
書
二
百
点
余
も
加
え
て
一
本
と
し
、
再
度
文
書
目
録
を
作
成
、
こ
こ
に
改
め
て
そ
の
全

貌
が
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

な
お
、
本
年
三
月
、
本
文
書
群
は
一
括
、
指
田
健
一
氏
よ
り
市
教
育
委
員
会
に
寄
託
さ
れ
、
昭

島
市
郷
土
資
料
室
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。 

令
和
六
年
七
月
一
八
日 

指
田 

健
一 

（
横
浜
市
神
奈
川
区
子
安
通
三
丁
目 

三
五
三
番
一
九
一
三
号
） 

指
田
十
次
家
文
書
一
括 

昭
島
市
指
定
第
三
一
号 

告

示 

保
管
場
所 

住

所 

種

別 

令
和
六
年
七
月
一
九
日 

昭
島
市
郷
土
資
料
室 

昭
島
市
つ
つ
じ
が
丘
三
丁
目 

三
番
一
五
号 

昭
島
市
指
定
有
形
文
化
財 

（
古
文
書
） 
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